
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年５月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年９月１日 ０２時４１分ごろ 

発生場所 関門海峡西北西方沖 福岡県北九州市妙見埼灯台から真方位３４３°５.４

海里（Ｍ）付近（概位 北緯３４°０１.４′ 東経１３０°３９.２′） 

事故調査の経過  平成２２年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 HUAXIANG
ファーシュアン

（パナマ共和国）、１,９８３トン 

   ９３３００１８（ＩＭＯ番号）、HUAXIANG SHIPPING S.A.  

   ７９.９９ｍ×１３.６０ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,０８０kＷ、２００４年 

Ｂ 漁船 第２千
せん

福
ふく

丸、６.６トン 

   ＦＯ２－６３０７（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×３.３０ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成４年１０月１６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ３６歳 

    締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２００７年９月１７日 

   （２０１２年７月４日まで有効） 

  航海士Ａ（三等航海士、中華人民共和国籍） 男性 ３６歳 

    締約国資格受有者承認証 三等航海士（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２００９年１２月１０日 

（２０１４年１０月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 昭和５１年４月６日 

   免許証交付日 平成２０年３月３日 

 （平成２５年３月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部錨置き損傷、ハンドレール脱落、左舷灯損傷等 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１３人が乗り組み、航海士Ａが船橋当直に当たり、

甲板手が手動操舵につき、関門海峡西北西方沖を約０７８°の対地針路及

び約１０.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行してい
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た。 

航海士Ａは、右舷船首方約２Ｍに、Ａ船の前路を左方に横切る態勢のＢ

船と、その後方に、Ｂ船とほぼ同じ針路と速力で航行する漁船（以下「Ｃ

船」という。）を視認したが、両船の方位の変化を測るなどして衝突するお

それの有無を判断せず、同じ針路及び速力で航行した。 

航海士Ａは、Ｂ船及びＣ船が次第に接近して衝突するおそれを感じた

が、Ａ船の右舷後方には同航船がいたので、針路を１５°左に転じるとと

もに、Ｂ船及びＣ船に向けて昼間信号灯を照射した。Ｃ船は減速してＡ船

の後方を通過する態勢となったが、Ｂ船はそのまま接近したので、航海士

Ａは、左舵一杯とするとともに、機関をスローアヘッドとして減速したも

のの、平成２２年９月１日０２時４１分ごろ、左回頭中のＡ船の右舷船首

部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、福岡県北九州市若松区脇田
わいた

漁港を出

港し、同漁港の北西方約２５Ｍ沖の漁場に向け、船長Ｂが椅子に腰掛けて

船橋当直に当たり、約１０knの速力で、自動操舵により北西進していた。

 船長Ｂは、レーダーで左舷船首方約２ＭにＡ船を探知し、目視でもＡ船

の灯火を視認したが、その後、漁場で使用する漁具について考え事をして

いるうちにＡ船の存在を失念し、同じ針路及び速力で航行を続けていたと

ころ、バリバリという音を聞き、驚いて左舷側を見ると、Ａ船と衝突し、

左舷を接して航行していたので、直ちに機関を停止した。 

 衝突後、船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に連絡し、Ａ船は関門港若松

区に、Ｂ船は脇田漁港に、それぞれ自力で航行した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮初期 

 その他の事項  Ａ船のＡＩＳ記録によれば、Ａ船は、０２時３９分１６秒ごろに左回頭

を始めるまでほぼ同じ対地針路及び速力で航行し、０２時４０分２２秒ご

ろから大きく左回頭するとともに、速力が低下していた。 

 船長Ｂは、先航する僚船から漁場の変更を知らされ、用意していた漁具

が新たな漁場の水深に合わないため、その対策について考えていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、関門海峡西北西方沖を東進中、航海士

Ａが、前路を左方に横切る態勢のＢ船を認めた

際、Ｂ船と衝突するおそれの有無を確認せず、接

近するまで針路及び速力を保持して航行し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、右舷後方に同航船が存在して右転する

ことが困難な状況であったが、減速してＢ船の進

路を避けていれば、本事故の発生を回避できた可

能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、関門海峡西北西方沖を北西進中、船長

Ｂが、左舷船首方にＡ船を認めたが、その後考え

事をしていてＡ船の存在を失念し、Ａ船と衝突し

たときにＡ船に気付いたものと考えられる。 
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原因  本事故は、夜間、関門海峡西北西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が

北西進中、航海士Ａが、前路を左方に横切る態勢のＢ船を認めた際、Ｂ船

と衝突するおそれの有無を確認せず、接近するまで針路及び速力を保持し

て航行し、また、船長Ｂが、Ａ船を認めていたものの考え事をしていてＡ

船の存在を失念したため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

 




